
 

船舶事故調査報告書 

令和５年７月５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年５月５日 １９時３０分ごろ 

発生場所 千葉県鋸南
きょなん

町明鐘
みょうがね

岬西方沖 

 金谷
か な や

港第１防波堤灯台から真方位２２７°１,８００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０９.２′ 東経１３９°４８.３′） 

事故の概要  プレジャーヨット虎
とら

猫
ねこ

丸は、南東進中、定置網に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和４年６月１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーヨット 虎猫丸、５トン未満（長さ７.５９ｍ） 

 ２３５－３３１９７神奈川、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

損傷 本船 船底に擦過傷 

定置網 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風速 約４～５m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ、潮汐 上げ潮の末期、潮高 約１２５cm 

事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、セーリングの目的で、１４時００

分ごろ鋸南町保田
ほ た

漁港に向け、神奈川県横浜市所在のマリーナを出発

した。 

 船長は、１９時１５分ごろ明鐘岬北西方沖で、スマートフォンのア

プリケーションを見て、自船の位置を確認したのち、スマートフォン

を自身の着衣のポケットに入れ、保田漁港の陸上の明かりに意識を向

けて目視のみで、約４ノットの対地速力で南東進した。 

 船長は、急いで保田漁港に向かおうと、帆走する距離を短くする目

的で、明鐘岬西方に設置された定置網（以下「本件定置網」とい

う。）の西端に接近して航行していたところ、本件定置網に乗り揚げ

た。 

 船長は、１１８番通報し、来援した巡視艇が監視を続ける中、海上

が平穏であったので、翌朝まで本船内で待機した。 

 本船は、翌朝、海上保安庁から連絡を受けた漁業協同組合の所属船

によって本件定置網から引き出されたのち、機走で保田漁港に帰っ

た。 

 本船の喫水は、センターキール下端までが約１.７ｍ、船首尾が共

に約０.５ｍであった。 

 船長は、夜間の帆走が初めてであった。 

分析  本船は、明鐘岬西方沖を南東進中、船長が、夜間の帆走が初めてで



 

あり、早期に保田漁港に向かうよう帆走する距離を短くする目的で、

本件定置網の西端に接近して航行を続けたことから、本件定置網に乗

り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、明鐘岬西方沖を南東進中、船長が、夜間

の帆走が初めてであり、早期に保田漁港に向かうよう帆走する距離を

短くする目的で、本件定置網の西端に接近して航行を続けたため、本

件定置網に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、夜間航行では、ＧＰＳプロッター等を活用して自船の位

置を確認すること。 

 ・船長は、定置網等の障害物の付近を航行しないこと。 

 


